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１ 財政健全化に向けて  

 

 ○ 国 に お い て は ， バ ブ ル 経 済 の 崩 壊 後 の 景 気 低 迷 が 長 期 化 す る 中 ，

そ の 回 復 を 目 指 し て 平 成 13年 ６ 月 か ら 「 経 済 財 政 運 営 と 構 造 改 革

に 関 す る 基 本 方 針 」 ， い わ ゆ る 「 骨 太 の 方 針 」 に 基 づ く 聖 域 な き 構

造 改 革 が 進 め ら れ て お り ， 平 成 16年 度 か ら 平 成 18年 度 ま で の 3年

間 に わ た り ｢ 三 位 一 体の 改 革 ｣ と し て ， 「 国 庫 補 助 負 担 金 の 改 革 」

「 地 方 交 付 税 の 改 革 」 「 税 源 移 譲 を 含 む 税 源 配 分 の 見 直 し 」 が 実 施

さ れ る こ と と な っ て い る 。  

 

○ 一 方 ， 地 方 に お い て は ， こ の 三 位 一 体 改 革 が 実 施 さ れ る こ と に 伴

い ， 地 方 の 権 限 や 責 任 が 拡 大 し て い く こ と で ， 地 方 分 権 時 代 に お け

る 地 方 自 治 体 の 行 財 政 運 営 の 在 り 方 に つ い て の 論 議 を 深 め ， 自 ら が

主 体 と な っ て 地 方 分 権 社 会 を 構 築 し て い く た め の 諸 施 策 を 展 開 し て

い か な け れ ば な ら な い が ， 税 収 の 落 ち 込 み や 地 方 交 付 税 の 削 減 な ど

に よ っ て ， 厳 し い 財 政 状 況 と な っ て い る 。 

 

○ 本 市 で は ， こ れ ま で ， 将 来 に 向 け た 健 全 な 財 政 運 営 に 努 め て い く

こ と を 基 本 と し ， 第 一 次 か ら 第 三 次 に わ た る 財 政 構 造 改 革 方 針 を 策

定 し 財 政 の 健 全 化 に 取 り 組 ん で き た と こ ろ で あ り ， 一 定 の 成 果 は 得

ら れ た も の の ， 予 想 を 超 え る 市 税 や 地 方 交 付 税 の 減 に よ り ， 依 然 と

し て 財 政 構 造 の 改 善 は 図 ら れ て い な い 。 

 

○ さ ら に ， 今 後 の 三 位 一 体 改 革 の 進 展 に よ る 国 庫 支 出 金 や 地 方 交 付

税 等 の 国 か ら の 財 源 が 抑 制 さ れ る こ と は 必 至 の 状 況 と な っ て お り ，

こ の ま ま で は 赤 字 団 体 へ の 転 落 が 避 け ら れ な い と い う 危 機 的 な 状 況

となっている。 

 

○ こ う し た こ と か ら ， 本 市 が 直 面 し て い る 財 政 危 機 が 深 刻 な も の で

あ り ， 従 来 の 財 政 構 造 改 革 方 針 で 掲 げ た 手 法 で は 限 界 が あ る も の と

捉 え ， こ の 状 況 を 乗 り 越 え る た め に は ， 全 て の 職 員 が 一 丸 と な り ，

市 民 の 理 解 と 協 力 を 得 な が ら ， 抜 本 的 な 対 策 を 進 め て い か な け れ ば

な ら な い と い う 決 意 の 下 に 新 た に 財 政 健 全 化 計 画 を 策 定 す る も の で

あ る 。 
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２ 高知市の財政状況  

 

（ 1） 本 市 財 政 の 現 状  

 

○ 本 市 の 財 政 状 況 は ， 歳 入 面 に お い て ， 第 三 次 ま で の 財 政 構 造 改 革

方 針 に お け る 中 長 期 の 財 政 見 通 し 以 上 に 景 気 低 迷 が 長 引 き ， 市 民 税

等 の 税 収 の 落 ち 込 み や ， 地 方 交 付 税 ， 臨 時 財 政 対 策 債 の 減 少 に よ り ，

今 後 の 事 業 実 施 の た め の 財 源 確 保 だ け で は な く ， 財 政 収 支 の 均 衡 を

図 る こ と も 極 め て 厳 し い 状 況 と な っ て い る 。  

 

○ 一 方 ， 歳 出 面 で は ， 長 引 く 景 気 低 迷 に よ り ， 生 活 保 護 費 を 中 心 と

す る 扶 助 費 が 大 幅 に 増 加 し て お り ， 義 務 的 経 費 に お け る 団 塊 の 世 代

の 退 職 に よ る 退 職 手 当 の 増 加 や プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 の 償 還 に よ る 公 債

費 の 増 加 に つ い て は 見 込 ん で い た も の で あ る が ， 市 税 ， 交 付 税 等 の

経 常 一 般 財 源 の 減 収 と も 相 ま っ て ， 経 常 収 支 比 率 が 悪 化 し ， 財 政 構

造 の 硬 直 化 が 深 刻 な 状 態 と な っ て い る 。 

 

○ ま た ， 特 別 会 計 の 収 支 に お い て も ， 収 益 事 業 会 計 ， 駐 車 場 事 業 会

計 ， 国 民 宿 舎 運 営 事 業 会 計 で ， 多 額 の 赤 字 を 生 じ て い る と と も に ，

本 市 の 債 務 と な る 土 地 開 発 公 社 ， 学 校 建 設 公 社 の 借 入 金 残 高 も 多 額

に 上 っ て お り ， 加 え て 競 馬 事 業 の 累 積 債 務 や 高 知 医 療 セ ン タ ー へ の

職 員 移 行 に 伴 う 退 職 金 の 負 担 等 の 債 務 を 抱 え て い る 。 

 

(2) 財 政 構 造 改 革 の 取 組  

 

○ 本 市 で は ， 景 気 低 迷 に よ る 厳 し い 財 政 状 況 の 下 ， 社 会 資 本 整 備 の

た め の 積 極 的 な 公 共 投 資 に よ る 起 債 残 高 の 累 増 対 策 と し て ， 平 成 ９

年 に 第 一 次 財 政 構 造 改 革 方 針 （ 改 革 期 間 ： 平 成 １ ０ 年 度 か ら １ ２ 年

度 ） を 策 定 し ， 起 債 総 発 行 額 の 抑 制 と プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 等 の 緊 急 課

題 事 業 の 着 実 な 推 進 に 向 け た 効 果 的 か つ 弾 力 的 な 財 政シ ス テ ム を 確

立 し ， 事 務 事 業 全 般 の 見 直 し や 公 共 工 事 の コ ス ト 縮 減 対 策 を 改 革 目

標 と し て ， 財 政 の 健 全 化 に 向 け た 取 組 を 開 始 し た 。 
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○ そ の 後 ， 平 成12年 10月 に は 第 二 次 財 政 構 造 改 革 方 針 （ 改 革 期

間：平成 13年 度 ～15年 度 ） を 策 定 し ， ｢ 歳 出 の 抑 制 ｣ 「 公 共 事 業 の

計 画 見 直 し 」 「 起 債 発 行 の 抑 制 」 「 事 業 の 量 か ら 質 へ の 転 換 」 を 目

標 と し ， 「 公 共 工 事 コ ス ト の 削 減 」 「 管 理 的 経 費 の 削 減 」 ｢ 外 部 委

託 の 推 進 ｣ 「 定 員 適 正 化 の 取 り 組 み 」 な ど の 取 組 を 推 進 し た 。  

 

○ さ ら に 平 成 14年11月 に は ， 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 対 応 す る た め ，

年 次 を 前 倒 して 第 三 次 財 政 構 造 改 革 方 針 （ 改 革 期 間 ： 平 成15年 度

～ 平 成17年 度 ） を 策 定 し ， 「 財 政 収 支 の 均 衡 」 「 プ ラ イ マ リ ー バ

ラ ン ス の 黒 字 化 」 「 起 債 制 限 比 率 16.0パ ー セ ン ト 以 内 」 「 市 税 徴

収 率 ・ 現 年 課 税 分98.1パ ー セ ン ト 以 上 」 を 改 革 目 標 と し て ， 将 来

に わ た る 健 全 な 財 政 運 営 に 向 け た 取 組 を 進 め て き た 。 

 

○ こ の 間 、 起 債 制 限 比 率 等 の 数 値 目 標 に つ い て は 達 成 さ れ て き た と

こ ろ で あ り ， 事 務 事 業 の 見 直 し で も 一 定 の 効 果 が 得 ら れ て い る 。 

 

○ 財 政 構 造 改 革 方 針 計 画 期 間 中 の 事 務 事 業 見 直 し 状 況  

   

   

   

   

   

   

    

 

○ し か し な が ら ， こ れ ま で の 構 造 改 革 に お い て は ， プ ロ ジ ェ ク ト 事

業 や 国 の 経 済 対 策 と の 協 調 ， 地 域 経 済 へ の 配 慮等 に よ る 事 業 実 施 に

よ り ， 起 債 発 行 額 の 抑 制 が 十 分 で は な い 状 況 で あ っ た 。  

 

○ 加 え て ， 危 機 意 識 の 浸 透 ・ 共 有 に よ る 職 員 の 知 恵 と 力 の 結 集 に つ

い て も 十 分 で あ っ た と は 言 い 難 く ， 市 民 に 対 す る 情 報 提 供 な ど も 含

め て ， 財 政 情 報 の 共 有 化 と と も に ， 市 民 ， 議 会 ， 職 員 の 提 案 を 活 か

し た 財 政 健 全 化 に 向 け て の 仕 組 み づ く り が 今 後 の 課 題 と な っ て い る 。 

 

 

 

区  分 事 業 見 直 し 数  削 減 額 (事 業 費 ベ ー ス ) 

平成 10年度   
平成 11年度 

 平 成12年 度 
 平 成13年 度 
 平 成14年 度 

 平 成15年 度 

１ ０ ９ 項 目 
 ９ ６ 項 目 

９９項目 
   ８ ６ 項 目  
  １５３項目 

   ８ ５ 項 目    

 △   ４億円 
 △   ６ 億 ８ ７ 百 万 円 

 △   ９億円 
 △   ５ 億 ５ ８ 百 万 円 
 △  １ ２ 億 １ ９ 百 万 円 

 △  １ ３ 億 ６ ５ 百 万 円 

合   計 ６ ２ ８ 項 目 △ ５ １ 億 ２ ９ 百 万 円 
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(3) 財 政 健 全 化 の 必 要 性  

 

①  行 政 課 題 へ の 対 応  

 

○ 市 政 運 営 は ， 直 接 市 民 生 活 に 関 わ る も の で あ り ， 一 時 の 停 滞 も

許 さ れ る も の で は な い 。 少 子 高 齢 化 社 会 へ の 対 応 や 震 災 対 策 な ど

喫 緊 の 課 題 に 対 応し つ つ ， 地 域 の 特 性 に 沿 っ た 行 政 サ ー ビ ス 水 準

を 確 保 す る こ と が 必 要 で あ り ， 厳 し い 財 政 状 況 の 中 で ， 市 民 と 行

政 の 役 割 を 明 確 化 し ， 徹 底 し た 行 財 政 改 革 の 遂 行 に よ り ， 将 来 に

わ た っ て 健 全 な 財 政 運 営 を 可 能 に す る 財 政 構 造 を 構 築 す る こ と が

行 政 と し て の 責 務 で あ る 。  

 

②  三 位 一 体 改 革 へ の 対 応  

 

○ 本 市 に お い て は ， 第 一 次 か ら 第 三 次 に 渡 る 財 政 構 造 改 革 方 針 の

下 ， 事 務 事 業 の 見 直 し や 公 共 工 事 コ ス ト 縮 減 対 策 ， 管 理 的 経 費 の

縮 減 等 に 取 り 組 み 一 定 の 成 果 を 上 げ て き た が ， 今 後 の 三 位 一 体 改

革 の 進 展 に よ り 地 方 交 付 税 の 総 額 抑 制 や 国 庫 補 助 負 担 金 の 廃 止 ・

縮 減 が進 み ， 一 層 の 財 源 不 足 が 生 ず る こ と が 見 込 ま れ て お り ， 従

来 ど お り の 財 政 運 営 で は 対 応 で き な い 状 況 が 想 定 さ れ て い る 。 

 

○ こ う し た 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 伴 う 厳 し い 財 政 環 境 に 的 確 に 対

応 し ， 将 来 へ の 展 望 を 切 り 拓 い て い く た め に は ， 新 た な 発 想 の 下

に 財 政 健 全 化 計 画 を 策 定 し ， 行 政 と 市 民 が 一 体 と な っ て 改 革 に 取

り 組 む こ と が 必 要 で あ る 。  

 

③  合 併 後 の ま ち づ く り の た め の 行 財 政 基 盤 の 確 立  

 

○ 鏡 村 ・ 土 佐 山 村 と の 合 併 に 向 け た 協 議 が 大 詰 め を 迎 え て い る と

こ ろ で あ り ， 合 併 の 有 無 に か か わ ら ず ， 行 財 政 基 盤 を 確 立 す る こ

と は 必 須 で あ り ， 合 併 後 の 新 市 ま ち づ く り 計 画 を 着 実 に 実 行 し て

い く た め に も ， 早 急 に 財 政 健 全 化 に 取 り 組 ん で い か な け れ ば な ら

な い 。 
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(4) 今 後 の 財 政 収 支 見 通 し  

 

○ 平成 16年 度 当 初 予 算 案 を ベ ー ス に ， 国 の 「 構 造 改 革 と 経 済 財 政

の 中 長 期 展 望 」 に よ る 経 済 見 通 し や 本 市 の 税 収 等 の 実 績 ， 現 時 点 で

予 定 さ れ て い る 事 業 の 積 み 上 げ 等 ， 一 定 の 想 定 の 下 ， 平 成16年 度

から 18年 度 ま で の 今 後 の 財 政 収 支 見 通 し を 試 算 す る と， 約182億

円 の 財 源 不 足 の 見 通 し と な り ， 収 益 事 業 の 累 積 赤 字 も 勘 案 す る と ，

財 政 再 建 団 体 へ の 転 落 も 危 惧 さ れ る 状 況 と な っ て い る 。  

 

○ さ ら に ， 税 収 の 落 ち 込 み や 地 方 交 付 税 制 度 の 見 直 し に よ る 交 付 税 ，

臨 時 財 政 対 策 債 の 減 少 等 に よ り ， 標 準 財 政 規 模 の 伸 び が 期 待 で き な

い こ と か ら ， 起 債 制 限 比 率 が こ れ ま で の 財 政 構 造 改 革 方 針 の 目 標 値

16パ ー セ ン ト を 超 え る ば か り で な く ， 起 債 の 発 行 制 限 を 受 け る こ

ととなる 20パ ー セ ン ト を 超 え る 可 能 性 も 生 じ て き て い る 。 

 

収支見通し(一般会計・一般財源ベース)
(単位:億円)

1６年度 1７年度 1８年度 計

歳 入 Ａ 経常一般財源 705 715 718 2,138

Ｂ 臨時一般財源 79 55 58 192

Ｃ              計  （Ａ＋Ｂ） 784 770 776 2,330

歳 出 Ｄ 経常的経費 679 662 681 2,022

  義務的経費 520 522 535 1,577

  その他の経費 159 140 146 445

Ｅ 臨時的経費 135 132 141 408

Ｆ 投資的経費 33 26 23 82

Ｇ            計  （Ｄ＋Ｅ+Ｆ） 847 820 845 2,512

Ｈ 収支不足額  （Ｃ－Ｇ） △ 63 △ 50 △ 69 △ 182

Ｉ 収支不足額　（累計） △ 63 △ 113 △ 182

区 分
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３ 財政健全化計画  

 

(1)  基 本 方 針  

○ 財 政 健 全 化 に 当 た っ て は ， 国 の 構 造 改 革 の 動 向 や 厳 し い 社 会 情 勢

を 踏 ま え ， 市 民 ・ 行 政 ・ 民 間 等 各 主 体 の 役 割 を 明 確 化 に し た 上 で ，

徹 底 し た 行 財 政 改 革 に よ る 行 政 の ス リ ム 化 を 進 め る と と も に ， 地 方

分 権 社 会 の 中 で ， 地 域 の 特 性 に 沿 っ た 真 に 必 要 な 行 政 サ ー ビ ス 水 準

の 確 保 が 可 能 な 財 政 構 造 を 構 築 し て い く た め ， 次 の 基 本 方 針 に よ り

財 政 の 健 全 化 を 推 進 し て い く 。 

 

①  財 源 確 保 と 歳 入 規 模 に 応 じ た 財 政 運 営  

○ 国 の 構 造 改 革 に よ り ， 今 後 と も 国 か ら の 財 源 が 減 少 し て い く こ と

が 想 定 さ れ る こ と か ら ， 市 税 や 使 用 料 等 の 自 主 財 源 の 充 実 確 保 は 急

務で あ り ， 税 源 涵 養 や 徴 収 率 向 上 に よ る 歳 入 増 に 努 め て い く と と も

に ， 必 然 的 に 歳 入 規 模 に 応 じ た 財 政 運 営 を 行 っ て い か な け れ ば な ら

な い た め ， こ れ ま で 以 上 の 歳 出 の 大 幅 な 見 直 し を 行 っ て い か ね ば な

らない。 

 

②  徹 底 的 な 行 政 改 革 の 遂 行  

 ○  職 員 が 一 体 と な っ た 財 政 健 全 化 を 進 め て い く た め に は ， 行 政 内 部

で の 改 革 が 不 可 避 で あ り ， 高 知 市 行 政 改 革 大 綱 に 基 づ き ， 行 政 全 般

に わ た る 構 造 と プ ロ セ ス の 改 革 ， 職 員 の 意 識 と 能 力 の 向 上 な ど ， 徹

底 的 な 行 政 改 革 を 遂 行 し て い く 。  

 

③  公 共 サ ー ビ ス を ゼ ロ ベ ー ス か ら 見 直 し  

 ○ こ う し た 厳 し い 財 政 環 境 を 踏 ま え ， 市 民 ニ ー ズ や 事 業 効 果 等 を 鑑

み な が ら ， 全 て の 公 共 サ ー ビ ス に つ い て ， 事 業 の 優 先 順 位 や 実 施 主

体 を 再 度 検 証 し ， 聖 域 を 設 け ず ， そ の 必 要 性 や コ ス ト を ゼ ロ ベ ー ス

から見直していく。 

 

④  財 政 情 報 の 開 示  

○ 市 民 や 議 会 の 理 解 と 協 力 を 得 て 財 政 健 全 化 を 進 め て い く た め に は ，

財 政 状 況 に 関 す る 情 報 の 開 示 が 必 要 不 可 欠 で あ り ， 積 極 的 に 財 政 情

報 を 公 開 し て い く こ と で ， 行 政 ， 議 会 ， 市 民 が 共 通 の 認 識 の 下 に ，

一 体 と な っ た 健 全 化 に 取 り 組 ん で い く 。 
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(2) 目 標  

 

○ 次 の 項 目 を 具 体 的 な 目 標 と し ， 財 政 健 全 化 に 取 り 組 ん で い く 。 

 

 ①  財 政 収 支 の 均 衡  

厳 し い 財 政 環 境 を 踏 ま え ， 中 長 期 の 財 政 展 望 の 下 ， 一 般 会 計 に お

け る 財 政 収 支 の 均 衡 を 図 っ て い く 。 

 

 ②  起 債 制 限 比 率 の 抑 制  

元 利 償 還 の 本 格 化 や ， 税 収 の 落 ち 込 み ， 地 方 交 付 税 制 度 の 見 直 し

等 に よ る 標 準 財 政 規 模 の 減 少 に よ り ， 起 債 制 限 比 率 の 急 激 な 上 昇 が

予 想 さ れ る が ， 財 政 健 全 化 計 画 期 間 中 は ， 起 債 制 限 比 率 １ ９ パ ー セ

ン ト 以 下 に 抑 制 す る 。 

 

 ③  起 債 発 行 の 抑 制  

将 来 の 公 債 費 負 担 を 見 据 え な が ら ， 財 政 健 全 化 計 画 期 間 中 の 起 債

発 行 総 額 を 元 金 償 還 額 (3か 年 で 約640億 )以 下 に 抑 制 し ， 起 債 残 高

を減少させていく。 

 

 ④  市 税 徴 収 率 の 向 上  

長 引 く 景 気 低 迷 に 伴 い ， 法 人 市 民 税 等 ， 市 税 収 入 が 落 ち 込 ん で い

る が ， 計 画 的 ・ 効 果 的 な 徴 収 事 務 に 取 り 組 む こ と に よ り ， 財 政 健 全

化 計 画 期 間 中 は ， 滞 納 繰 越 分 の 徴 収 率 向 上 に 努 め る と と も に ， 現 年

課 税 分 の 徴 収 率 ９ ８ ． １ パ ー セ ン ト 以 上 を 目 指 す 。  

 

(3) 計 画 期 間  

「 高 知 市 総 合 計 画2001」 に 基 づ く 第 二 次 実 施 計 画 の 計 画 期 間 に

合 わ せ ， 健 全 化 計 画 の 期 間 は 平 成 16年 度 か ら 18年 度 ま で の ３ か 年

とする。 
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４ 健全化への取組  

 

(1) 歳 入 の 確 保  

 ①  市 税 収 入 の 確 保  

 ②  使 用 料 ・ 手 数 料 ， 負 担 金 等 の 見 直 し  

 ③  国 ・ 県支 出 金  

 ④  地 方 交 付 税 の 確 保  

 ⑤  起 債 発 行 の 抑 制  

 ⑥  財 産 の 有 効 活 用  

 ⑦  基 金 の 活 用  

 ⑧  財 政 健 全 化 債 の 活 用  

 

(2) 歳 出 の 削 減  

 ①  事 業 の ス ク ラ ッ プ  

 ②  民 営 化 ・ 民 間 委 託 の 検 討  

  〇 行 政 と 市 民 の 役 割 の 明 確 化 と 民 間 企 業 等 の 有 効 活 用  

 ③  人 件 費 の 縮 減  

  〇 定 員 適 正 化 へ の 取 組  

  〇 時 間 外 勤 務 の 縮 減  

  〇 職 員 給 料 ・ 手 当 の 見 直 し  

 ④  公 債 費 の 抑 制  

 ⑤  投 資 的 経 費 の 見 直 し  

 ⑥  施 策 及 び 事 業 体 制 等 の 見 直 し  

 ⑦  補 助 金 ・ 負 担 金 の 見 直 し  

 ⑧  扶 助 費 の 見 直 し  

 ⑨  イ ベ ン ト 経 費 の 見直 し  

 ⑩  管 理 的 経 費 の 節 減  

 ⑪  外 郭 団 体 の 見 直 し  

 ⑫  入 札 ・ 契 約 制 度 の 見 直 し  

⑬  特 別 会 計 事 業 の 見 直 し  
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５ 今後の財政運営  

 

(1) 収 支 均 衡 の 見 通 し  

平 成 16年 度 か ら 18年 度 の ３ か 年 に お い て ， 想 定 さ れ る 182億 円 の 財

源 不 足 に 対 し て ， 健 全 化 へ の 取 組 に よ り ， 次 に 掲 げ る 目 標 数 値 を 改 善 し

て い く こ と に よ っ て ， 収 支 の 均 衡 を 保 つ こ と と な る 。 

  

収支改善策(一般会計・一般財源ベース) (単位:億円)

事務事業
見  直  し その他

  歳入の確保 ① 6 1 0 1 4

  徴収率の向上 2 1 1

  使用料・手数料の見直し 4 1 3

  歳出の抑制 ② 114 11 6 45 52

  消費的経費の抑制 90 10 0 37 43

  人件費の見直し 28 2 12 14

  繰出金の見直し 14 1 6 7

  公債費の平準化 16 7 9

  その他の経費 32 7 12 13

  投資的経費充当一財の抑制 24 1 6 8 9

  投資的経費の抑制 6 1 2 3

  地域再生事業債の活用 18 6 6 6

  基金の活用 ③ 37 20 4 13

  財政健全化債の借入 ④ 25 25

12 51

収支改善額 計  ①＋②＋③＋④ 182 50 6963

区 分 1７年度 1８年度計
16年度
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 (2) 計 画 の 推 進 に 向 け て  

 

 ①  財 政 情 報 の 開 示  

財 政 健 全 化 を 行 政 ， 議 会 ， 市 民 が 一 体 と な っ て 進 め て い くた め

に 必 要 な 財 政 情 報 を 積 極 的 に 開 示 し て い く 。  

 

②  職 員 の 意 識 改 革 と 能 力 の 向 上  

財 政 の 健 全 化 に 向 け て は ， 特 定 の 部 署 ， 特 定 の 職 員 に よ る 取

組 で は な く ， 全 て の 職 員 １ 人 ひ と り が 現 在 の 厳 し い 財 政 状 況 を

把 握 し ， 当 事 者 と し て の 認 識 の 下 ， 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を

あ げ る こ と を 念 頭 に 事 業 の 実 施 に 努 め る こ と が 必 要 で あ る 。  

こ の た め ， こ れ ま で 以 上 に 本 市 財 政 状 況 に つ い て の 研 修 ， 説 明

会 等 を 実 施 す る と と も に ， 併 せ て 職 員 か ら の 提 案 等 を 活 用 す る 仕

組 み づ く り に も 取 り 組 み ， 職 員 の 意 識 改 革 と 能 力 の 向 上 に 努 め て

い く 。 

 

③  健 全 化 計 画 （ 実 行 計 画 ） の 策 定  

こ の 基 本 方 針 は 現 時 点 に お い て ， 財 政 収 支 の 均 衡 を 図 っ て い く

た め に 必 要 な 数 値 目 標 を 掲 げ た も の で あ り ， 健 全 化 へ の 取 組 を 具

体 的 に 進 め て い く た め に ， 個 々 の 取 組 内 容 と 実 施 時 期 等 を 明 確 に

し た 財 政 健 全 化 計 画 （ 実 行 計 画 ） を 早 急 に 策 定 す る。 

 

 ④  進 行 状 況 の 検 証 と 計 画 の 見 直 し  

    こ の 計 画 に お け る 中 長 期 の 財 政 収 支 見 通 し は ， 現 時 点 で 推 測 可

能 な 範 囲 で の 予 測 で あ り ， 今 後 の 国 の 構 造 改 革 に 基 づ く ， 地 方 交

付 税 制 度 や 税 源 配 分 見 直 し 等 の 動 向 や ， 社 会 情 勢 の 変 化 を 踏 ま え ，

適 宜 ， 見 直 し を 図 っ て い く 。 

    ま た ， 見 直 し に つ い て は ， 具 体 的 取 組 事 項 等 に つ い て の 進 行 状

況 の 検 証 と ， 市 民 ・ 議 会 ・ 職 員 等 か ら の 提 案 ・ 意 見 等 を 踏 ま え た

上 で 行 っ て い く こ と と す る 。 


